
○
内
閣
府
令
第　
　
　

号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
関
係
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣
府
令
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日

内
閣
総
理
大
臣　

高
市　

早
苗

金
融
庁
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る

措
置
を
定
め
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

　

金
融
庁
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置

を
定
め
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
特
例
） 

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
特
例
） 

第
二
条　

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

第
二
条　

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
（

特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
（

国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
者
が
、

国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
者
が
、

適
格
機
関
投
資
家
等
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号

適
格
機
関
投
資
家
等
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金
商
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金
商
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
相
手
方
と
し
て
行
う
金
商
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に

）
を
相
手
方
と
し
て
行
う
金
商
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に

掲
げ
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一

掲
げ
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一

号
）
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

号
）
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
私
募
（
金
商
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価

。
）
に
係
る
私
募
（
金
商
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
を

証
券
の
私
募
を
い
う
。
）
又
は
当
該
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
が
出

い
う
。
）
又
は
当
該
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
が
出
資
若
し
く
は
拠

資
若
し
く
は
拠
出
を
す
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
運
用
を
行
う
金
商
法
第
二
条

出
を
す
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
運
用
を
行
う
金
商
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五

第
八
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
定
め

号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に

た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受

つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、

け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ

当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用

ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
当
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
者

等
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
当
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
者
が
当
該
国
家
戦

が
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
当
該
国
家
戦

略
特
別
区
域
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
特

略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お

例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
金
融
商
品

け
る
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五

取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
。
以
下
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十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
四
条
の

こ
の
条
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
、
第
二
百
三

二
、
第
二
百
三
十
八
条
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
別
紙
様
式
第
二

十
八
条
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
号
か
ら
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
三
ま
で
の
規

十
号
か
ら
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
府

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
府
令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「

令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「

掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
（

掲
げ
る
者
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
（
同
条
第
七
号
及
び
第
十
号
か

同
条
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
同
条
第
十
一
号

ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
同
条
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
者

又
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ

に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「

同
条
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
（
国
家
戦

掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
を

略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
を
除
く
。
）
」
と
、
府
令
第
二
百
三
十
八
条
中
「
事

除
く
。
）
」
と
、
府
令
第
二
百
三
十
八
条
中
「
事
項
と
」
と
あ
る
の
は
「
事
項

項
と
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運

及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
（
金
融
庁
関
係
国

用
等
事
業
（
金
融
庁
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政

家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
内
閣

令
等
規
制
事
業
に
係
る
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣
府
令

府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
九

（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
九
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区

十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用

域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
旨
と
」

等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
旨
と
」
と
、
同
条
第
二
号
ヘ
中
「
名

と
、
府
令
別
紙
様
式
第
二
十
号
第
３
面
注
意
事
項
３
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
の

称
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
監
査
を
受
け
な
い
場
合

二
２
注
意
事
項
３
、
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
２
注
意
事
項
３
及
び
別
紙
様
式
第

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
」
と
、
同
条
第
三
号
ヘ
中
「
名
称
」
と
あ
る
の
は
「

二
十
一
号
の
三
１
⑺
注
意
事
項
３
中
「こ

と

」
と
あ
る
の
は
「こ

と
ま
た

。
。

名
称
（
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
監
査
を
受

国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
を
行
う
旨
を
記
載
す

、

け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
」
と
、
府
令
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第

る
こ
と

」
と
、
府
令
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
二
１
⑿
注
意
事
項
３
中
「こ

。

一
項
第
八
号
中
「
財
務
諸
表
等
を
作
成
し
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監

と

」
と
あ
る
の
は
「こ

と
ま
た

国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資

。
。

、

査
を
受
け
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
諸
表
等
を
作
成
し
、
公
認
会
計
士
又

産
運
用
等
事
業
を
行
う
旨
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
の
数

出
、

は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
る
こ
と
（
全
て
の
出
資
者
が
適
格
機
関
投
資
家
、

資
額
及
び
出
資
割
合
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投

。
、

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象

資
家
の
出
資
割
合
は

総
出
資
額
に
占
め
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家

、
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投
資
家
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
出
資
者
か
ら
出
資
又
は
拠
出
を
受
け

の
出
資
額
の
割
合
を
記
載
す
る
こ
と

」
と
す
る
。

。

た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
総
額
が
一
億
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
者
が
全
て
の
出
資
者
に
対
し
当
該
監
査
を
受
け
な
い
こ
と

を
説
明
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
財
務
諸
表
等
を
作
成
す
る

こ
と
。
）
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
財
務
諸
表
等
及
び
前
号
の
監
査
に
係
る
報

告
書
の
写
し
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
諸
表
等
及
び
前
号
の
監
査
に
係
る
報
告
書

の
写
し
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
監
査
を
受
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
財

務
諸
表
等
）
」
と
、
府
令
別
紙
様
式
第
二
十
号
第
３
面
注
意
事
項
３
、
別
紙
様

式
第
二
十
号
の
二
２
注
意
事
項
３
、
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
２
注
意
事
項
３
及

び
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
三
１
⑺
注
意
事
項
３
中
「こ
と

」
と
あ
る
の
は

。

「こ
と

ま
た

国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等
事
業
を
行

。
、

う
旨
を
記
載
す
る
こ
と

」
と
、
府
令
別
紙
様
式
第
二
十
号
第
３
面
注
意
事
項

。

９
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
二
２
注
意
事
項
９
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
２

注
意
事
項
９
中
「名

称
を

」
と
あ
る
の
は
「名

称

（第
2
3
9条
の
２
第
１
項
第

８
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
監
査
を
受
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
旨

）を
、

」
と
、
府
令
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
二
１
⑿
注
意
事
項
３
中
「こ

と

」
と

。

あ
る
の
は
「こ

と
ま
た

国
家
戦
略
特
別
区
域
特
例
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
等

。
、

事
業
を
行
う
旨
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
の
数

出
資
額
及
び

、

出
資
割
合
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
の
出

。
、

資
割
合
は

総
出
資
額
に
占
め
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
対
象
投
資
家
の
出
資
額

、

の
割
合
を
記
載
す
る
こ
と

」
と
す
る
。

。



 

附　

則

 
（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年　
　

月　
　
　

日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


